
地球温暖化防止実行計画

2017　年　9　月

(北陸東和冷暖房株式会社）



1 提出区分

新規　　・　　更新

2 事業所の概要等

事業所の名称又は名称

主たる事業所の所在地

主たる事業の内容

担当部署 総務部

担当者役職 主任

担当者氏名 清水　加容

電話番号 076-242-8228

FAX番号 076-242-8296

E-Mail k.hosokawa@tow-kk.co.jp

3 計画の目的

4 計画の対象範囲

5 計画期間

2017年度～2021年度

北陸東和冷暖房株式会社

金沢市西泉3丁目101番地

　１　小売・卸売・サービス業　　　　２　情報・金融業

　３　建設業　　　　４　運輸・環境業　　　　５　製造業

　６　その他　（　　　　　　　　　　　）

空調給排水衛生設備工事、消防施設工事、電気設備工事その設
計施工、修理及びメンテナンス
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事業の業種

連絡先

（ホームページでは
非公開とします）

環境に配慮した事業活動を推進するための具体的な目標・手段及び推進体制を定め、それに
基づき温室効果ガス（二酸化炭素）を削減することにより、温暖化対策を推進するとともに、持続
可能な循環型社会を目指す。

本社社屋

(実行計画策定の目安)

短期目標：2020年に2013年度比△12％

中期目標：2030年に2013年度比△28％

長期目標：2050年に2013年度比△80％

mailto:k.hosokawa@tow-kk.co.jp


6 基準年度（計画前年度）のＣＯ２排出状況　（2016年度）

※排出係数は、2013年度（平成25年度）に固定する。

燃料等区分 使用量
CO2

排出係数
CO2排出量
（kg-CO2）

CO2排出割合
（％）

電　気 （kwh） 52,848 0.63 33,294 24%

ガソリン　（L) 45,626 2.32 105,852 76%

軽　　油　（L) 0 2.58 0 0%

灯　　油　（L) 0 2.49 0 0%

A 重 油　（L) 0 2.71 0 0%

都市ガス　（㎥） 0 2.29 0 0%

液化天然ガスLPG(kg） 0 5.97 0 0%

139,147 100%

7 事業の中で排出される温室効果ガスの主な排出原因

8 CO2排出量削減目標

※削減対象は、上記６に記載する燃料等のエネルギー起源二酸化炭素排出量とします。

原単位によるＣＯ２総排出量の目標設定

-2-

① 本社内の照明および空調機器にかかる電気
② 現場への移動の際に使用するガソリン

西暦 西暦 西暦 西暦 西暦

2017 2018 2019 2020 2021

CO2排出量 （kg-CO2） 158 155 152 150 148

対基準年度削減目標 2% 4% 6% 7% 8%

原単位に用いた指標

上記指標を設定した理由

売上高　単位（kgCO2 / 百万円）

業務が増加傾向にあり、ＣＯ2総排出量では削減の努力が見えてこないた
め、売上高を原単位としてＣＯ2排出量の削減目標を定めた。

区　　　分



9 CO２排出量削減に向けての具体的な取組内容

　　　　　　　②設備機器の省エネ機器への更新及び定期点検の実施を行う。

　　　　　　　③OA機器は、省エネモードに設定し、長時間離席する場合は電源を切る。

（ガソリン）　① エコドライブを徹底して、定期点検整備を行う。

　　　　　　　②タイヤの空気圧を適正に保つ。

　　　　　　　③ガソリン使用量を把握し、無駄のないルート設定をする。

10 その他の環境に関する取組

【廃棄物の排出削減】

57 ）kg

　　　　　通年取組事項

　　　　　・ 廃棄物管理票（マニフェスト）の管理を徹底する。

　　　　　・ 再使用、リサイクルしやすい製品を優先的に購入する。

　　　　　・開封済み封筒を再利用する。

【紙の使用量削減】

184,500 ）枚

　　　　　通年取組事項

　　　　・ ＯＡ用紙の裏面活用に努める。

　　　　・ 社内メール等の活用で、紙ベースでの回覧を削減する。

　　　　・会議資料等は、必要枚数のみ作成・配布する。

【水の使用量削減】

117 ）㎥

　　　　　通年取組事項

　　　　・ トイレや手洗い場での節水を心がける。

（その他環境保全について）

　　　　・ 年に一回、地域の美化清掃を目的に会社近辺の清掃活動を実施する。

　　　　・ フロン排出抑制法に基づき管理保守点検を主導する。

（電気）
 　　　　　　 ①本社内での冷暖房は、基準温度に設定し効率良い運転を行

　　　 　　2016年度（基準年）の排出量：（

　　　2016年度（基準年）の使用量：（

　　　2016年度（基準年）の使用量：（
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11 計画の推進体制および社員研修
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（推進体制）

（社員研修）

環境教育は、ＩＳＯ管理責任者が作成した計画書に基づき、毎年必要に応じて

内部監査等において実施している。

また各部署の会議・打合せにおいて、各部門長により教育を行っています。

社長・専務

推進責任者 各部門長

ＩＳＯ事務局

ＩＳＯ管理責任者


